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納税協会の概要

〔沿　革〕

　納税協会は、昭和19年（1944年）に大阪財務局管内で誕生し、それ以来

今日まで、税務や税務行政の分野で幅広い活動を進めてまいりました。

　大阪国税局の83税務署管内（近畿２府４県）すべてに設立され、現在で

は、約12万人社の会員を擁しております。

〔特　色〕

　納税協会は、税に関する健全な納税者の団体として、納税道義の高揚、

自主申告の推進、税務知識の普及を図るとともに、納税者と税務当局との

パイプ役として、税務行政の円滑な運営に協力しています。

　会員は、管内の個人・法人をもって構成され、また、納税貯蓄組合につ

いても、納税協会が事務局を兼ねているため、他の国税局管内における青

色申告会、法人会、納税貯蓄組合の三者が一体となった組織ということが

できます。

〔現　況〕

１　納 税 協 会 数　83（すべて公益社団法人）

２　会 　 員 　 数　法人会員 約６万６千社、個人会員 約５万４千人

３　主な事業活動

　⑴　税法説明会・講習会の開催

　⑵　個人青色申告者の育成

⑶　小規模事業者の記帳指導、簿記・パソコン会計・パソコン・e－Tax

操作の各教室の開催

　⑷　税制改正要望書の提出

　⑸　機関誌「納税月報｣（法人版・個人版）の刊行

　⑹　税務解説書などの刊行

　⑺　「税に関する論文」の募集

　⑻　租税教育活動

　⑼　経営者大型総合保障制度などの福祉制度の推進



　税金は、私たちが社会生活を営む上で、欠くことのできない役割

を果たしています。

　そのため、私たちは常に税金を身近な対象としてとらえ、その時々

の社会や時代にふさわしい装いに改めていく必要があります。

　納税協会ではこのような観点から、税金をよく知っていただくた

めの広報活動にあわせて、税制改正問題にも積極的に取り組んでい

ます。

　その活動として、会員の皆様方だけでなく、広く一般の声も集約

し、政府や政党へ税制改正要望書を提出しています。

　この冊子は、今年の要望書の内容を収めたものです。納税協会の

事業活動をご理解いただく一助ともなれば幸いです。

はしがき
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は じ め に

基 本 要 望 事 項

　令和７年の世界経済は、トランプ関税問題を始め、欧米における高金利の継続や中国経済の
減速、さらにロシアのウクライナ侵攻の継続やイスラエル問題など、複合的な要因により、依
然として先行き不透明な状況が続いている。エネルギーや資源価格の変動も激しく、各国の政
情不安も重なって、世界全体に経済的な不安定さが広がりつつある。とりわけ、米中関係の対
立と分断が一層深刻化する中で、国際的な貿易や投資の流れは大きく影響を受けており、グ
ローバルな経済秩序そのものが揺らいでいる状況である。
　一方、日本国内に目を向けると、企業収益や株価は堅調に推移しているものの、物価上昇に
賃上げが追いつかず、実質賃金は依然としてマイナス基調が続いている。個人消費も持ち直し
の兆しに乏しく、経済全体の回復力には限界が見られる。地方や中小企業においては、人手不
足の深刻化、エネルギーコストの高止まり、さらには円安の長期化など、構造的な課題が経営
の重荷となっている。また、人口減少と高齢化が進行する中で、地域経済の担い手不足や事業
承継問題といった長年の課題が、いよいよ待ったなしの段階を迎えている。さらに、与野党間
の対立も相まって、税制・予算に関する政策決定が例年以上に難航し、経済政策の方向性が見
通しにくい状況が続いている。
　このように、物価の高騰や少子化、防衛力の強化など、国内外に複雑で多様な課題が山積す
る中、これらの課題に対応するための歳出を盛り込んで編成された令和７年度予算は、115兆
5,415億円と依然として高水準となっている。限られた財源の中で、山積する課題に的確に対
応していくためには、単に予算規模を拡大するのではなく、財政の持続可能性を確保しつつ、
真に必要な分野に対して重点的かつ効果的に予算を配分することが不可欠であり、政策の選択
と集中を進めるとともに、税制や財政構造そのものの抜本的な見直しが、強く求められる。
　納税協会では、こうした厳しい経済・財政環境を直視し、財政健全化と経済成長の両立を基
本認識として、これまでも会員のみならず広く納税者の声を反映した、実効性ある税制改正を
提案してきた。特に、日本経済を支える中小企業が、その持続可能な役割を果たしていくため
には、負担の公平性と制度への納得感を兼ね備えた税制の整備が不可欠である。こうした認識
のもと、次の事項について重点的な税制改正を強く要望する。

１　税・財政改革全般について
⑴　社会保障制度については、将来の大幅な支出の増加に備えるため、給付の効率化・重点化

を進め、他の歳出についても効果が少ない施策の廃止や縮減を行うとともに、財政再建の
ための具体的な道筋を示した上で、中長期的な展望を見据えた税制を早期に構築すること。

⑵　経済拡大による税の自然増収を目指すとともに、納税者に負担増を求める場合は前広に
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議論を進め、納税者の勤労意欲、事業意欲、納税意欲を阻害せず、理解と信頼が得られる
税制とすること。

⑶　税制の基本である「公平・中立・簡素」の三原則に適合した上で、グローバル化・ボー
ダーレス化が一層進展する今日に対応した、「国際的に整合性」のとれた税制とすること。
また、制度全体のわかりやすさと納税者の納得感にも十分に配慮すること。

⑷　社会保障と税の一体改革については、中長期的な展望を示した上で、問題を先送りする
ことなく、着実に実行すること。

₂　経済活性化について
⑴　法人課税については、企業の国際競争力、技術力を高めるとともに経済全般の活性化が

図れる税制とすること。
⑵　所得税や相続税などの更なる課税強化は、国内資産だけでなく有能な人材の海外流出、

人的投資の意欲を削ぐこと等によって、国力の低下を招く可能性があることに十分配意す
ること。

⑶　わが国企業数の大部分を占め、また、雇用の約７割を占めている中小企業は、市場の縮
小など事業活動環境の悪化、新規投資や技術革新への資金や人材不足、後継者不在のまま
経営者の高齢化が進んでいることから、事業を活性化させ、承継持続できる税制とするこ
と。また、物価高や円安、賃上げなどの経済変化にも対応可能な、弾力的かつ実効性のあ
る税制措置とすること。

⑷　活性化が望まれる地域全体に企業が積極的に進出できるよう、税制面での優遇を図ること。
　　また、農業・漁業経営の安定・発展、林業の再生、伝統工芸を含む地場産業等の活性化

に配意した税制とすること。
⑸　地方税については、税収の地域偏在を是正するためにも抜本的な改革が求められるが、

あわせて、複雑化した体系の簡素化を図ること。
₃　納税道義の高揚と税務行政について

⑴　国と地方公共団体の税務行政機関が相互に効率的な運営を図り、税務行政手続の簡素化
及び納税者の事務負担の軽減

＊１

に努めること。特に、複雑な所得控除制度や各種申告手続に
ついては、利用者の視点に立った簡素で実務的な制度設計とすること。
　あわせて、セキュリティを十分に確保したうえ、税務行政のあらゆる分野におけるＤＸ
の推進と、国民や事業者にとって利便性の高いデジタルサービスの整備を図ること。

⑵　マイナンバー制度については、課税の公平を図るとともに電子政府の実現を見据えて、
各行政機関が連携し、行政全般の適正処理と効率化及び国民の利便性の向上に資するもの
とすること。なお、手続の簡素化や個人情報の保護に十分配意すること。

⑶　納税者に不公平感を抱かせないために、税務行政の執行に携わる人員を確保して、国際
的な租税回避や富裕層の課税逃れ、消費税の不正還付等を防止するとともに、悪質な納税

＊１　国税庁のデジタル化の取組については、資料（12・13ページ）の
とおりである。



6

Ⅰ　所　得　税

１　人的控除等の見直し
　所得控除については、税と社会保障の役割を明確にし、特に基礎的な人的控除の適正化を
図るとともに、次の措置を講じること。
⑴　基礎控除額の引上げは評価できるものの、社会構造の変化や働き方の多様化などを踏ま

え、控除額の水準や適用要件を含めた基礎控除の見直しについて、更に検討を加えること。
⑵　16歳未満の年少扶養親族も扶養控除の対象に加えるなど、子育て世帯に配意したものと

すること。特に、16歳以上18歳未満の扶養親族に関しては、既に制度的対応が一部進めら
れているものの、実態に即した適用拡大と仕組みの一層の整備を図ること。

⑶　ひとり親控除、寡婦控除については、合計所得金額による制限の撤廃も視野に入れつつ、
実態に即した制度の柔軟な見直しを検討すること。

⑷　子育て支援の観点から、扶養控除額の引き上げや、子の数に応じた税額控除の導入など
により、家族構成に応じた支援体制の充実を図ること。その際は、制度の簡素化にも配慮
すること。

⑸　所得控除による税負担の軽減額は高所得者ほど大きくなることから、税負担の軽減額の
調整は、税額控除方式の導入など、控除方式の見直しにより行うこと。あわせて、基礎控
除及び配偶者控除について、合計所得金額の制限を撤廃すること。

⑹　生命保険料控除は、新契約分と旧契約分を統合するなど、仕組みの簡素化を図ること。
₂　譲渡損失に係る損益通算・繰越控除の復活

　高齢化や一極集中の進展に伴い、不要となった不動産の処分の必要性が高まっていること
から、土地、建物等の譲渡により生じた損失については、損益通算及び繰越控除を復活させ
るこ

＊２

と
＊３

。
₃　不動産所得の負債利子の損益通算見直し

　不動産所得の必要経費に算入した土地等の取得のための負債の利子については、その全額
を損益通算の対象

＊４

とすること。

個 別 要 望 事 項

＊２　特定の居住用財産の譲渡損失は、損益通算及び繰越控除が認めら
れている。

＊３　平成16年度改正において、平成16年１月１日以後の土地、建物等

の譲渡について、他の所得との損益通算及び繰越控除が認められな
くなった。

＊４　不動産所得の損失金額の計算上、土地等の取得に係る負債利子が

者及び無申告者に対する税務調査を徹底すること。
⑷　租税教育は、国民に必要な生涯教育の一つであることから、その対象者を小中高生はも

とより大学生・社会人にまで拡充させるとともに、更なる充実を図ること。
⑸　税務関係協力団体との信頼関係の醸成と支援体制の確立に努めること。
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₄　公的年金に対する課税の見直し
　公的年金は雑所得から分離し、独立した所得区分を創設すること。あわせて、物価上昇に
伴い、昨今、大企業は賃上げを行っているが、公的年金は当該水準に達することは難しく、
生活は厳しいと見込まれることからも、公的年金所得者に対する申告手続の負担軽減や課税
最低限の引上げなどの見直しを図ること。
₅　譲渡所得の取得費計算と相続財産評価の見直し

　譲渡所得の取得費等については、次の措置を講じること。
⑴　長期譲渡所得の概算取得費（譲渡収入金額の５％）を引き上げること。
⑵　相続税を課された不動産を譲渡した場合は、相続時の評価額を取得費として認めること。

　また、中小企業の自社株式を譲渡した場合においても同様の措置を講じること。
₆　事業用資産の買換え特例の適用拡大

　事業承継や事業再構築の円滑化を図るため、特定の事業用資産の買換え特例の適用要件を
緩和すること

＊５

。

Ⅱ　法　人　税

１　中小企業向け税制の安定的運用と見直し
　わが国の法人実効税率は依然として主要国と比べて高く、国際競争力や国内投資の促進と
いう観点から、法人税の基本税率を引き下げること。
　また、中小企業の軽減税率適用所得金額は昭和56年度以来、年800万円以下に据え置かれ
ており、実態に即して大幅に引き上げるとともに、時限措置を本則化すること。
₂　租税特別措置の見直し

　租税特別措置について、特例適用対象や手続等を簡素、平易なものとすること。
　また、経済活性化に資する措置は、制度を拡充し、本則化すること。
₃　中小企業の成長促進に向けた投資税制の整備

　企業が「生産性が向上する技術投資」、「従業員のスキルや能力を向上させる教育や研修」、
「従業員の働く意欲を高める賃上げ」を行えるよう、引き続き税制上の措置について積極的
に講じるとともに、申請手続きを簡素化すること。
₄　受取配当金の益金不算入制度の見直し

　受取配当等を全額益金不算入とすること。
₅　退職給与・賞与引当金の損金算入復活

　退職給与引当金及び賞与引当金の損金算入制度を復活させること
＊６

。
₆　交際費課税の見直し

　交際費等のうち、社会通念上相当と認められる慶弔費等については、損金不算入となる交

ある場合には、平成４年分以後、一定の負債利子について、損益通
算に制限が設けられている。

＊５　特定の事業用資産の買換え等のうち、長期保有資産の買換え特例

は、機械装置が除外されている。
＊６　平成15年以降、退職給与引当金及び賞与引当金は、損金に算入で

きないこととなっている。
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際費等の範囲から除くこと
＊７

。
₇　寄附金の損金算入限度額の引上げ

　特定寄附金のうち、特定公益増進法人に対する寄附金等の特別損金算入限度額を引き上げ
ること

＊８

。
　また、一般の寄附金についても、損金算入限度額を引き上げること。
₈　同族会社に対する課税の見直し

　同族会社における「みなし役員
＊９

」及び「使用人兼務役員」の判定基準となっている持株割
合による判定制度を廃止すること。
　また、特定同族会社に対する留保金課税を廃止すること

＊10

。
₉　業績連動給与の損金算入要件の緩和

　業績連動給与を含めた役員給与は、業務執行の対価であると考えられるため、一定の要件
を更に緩和するなど、損金算入を認めること。
10　防衛特別法人税導入に伴う企業負担への配慮

　令和８年４月からの導入が予定されている防衛特別法人税については、企業の収益や経営
体力に与える影響を十分に考慮し、制度設計および適用に際しては慎重かつ丁寧な対応を行
うこと。特に、中小企業を含む広範な法人に一律的な負担増が生じることのないよう、企業
規模や収益状況に応じた負担軽減措置や段階的な導入を検討すること。

Ⅲ　減価償却関係

１　少額減価償却資産の即時償却の恒久化
　少額減価償却資産（取得価額30万円未満の減価償却資産）については、即時償却を恒久的
に認める

＊11

とともに、償却資産税の対象にしないこと。
₂　耐用年数制度の見直しと短縮化

　減価償却資産の耐用年数を見直し、短縮化を図ること。

Ⅳ　相続税・贈与税

１　事業承継税制の恒久化と簡素化
　相続税負担や後継者不在等が原因で事業承継ができず廃業・倒産する中小企業が増加して
いる問題に対応するために、次の措置を講じること。
⑴　取引相場のない株式の評価額を引き下げるよう、評価方法を更に見直すこと。
⑵　法人版事業承継税制について、一般措置と特例措置を統合し、特例措置の恒久化を図る。

＊７　交際費等の範囲から除かれる費用には、次のようなものがある。
①　専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等の

ために通常要する費用
②　飲食その他これに類する行為のために要する費用で、一人当た

り10,000円以下の一定の飲食費
③　カレンダー、うちわ、手帳などの物品を贈与するための費用等

＊８　国等に対する寄附金及び指定寄附金は全額損金算入できる。

＊９　同族会社の使用人のうち、一定の持株基準を満たし、かつ、その
法人の経営に従事している者は、「みなし役員」に該当することと
されている。

＊10　資本金の額又は出資金の額が1億円以下の「中小特定同族会社」
については、留保金課税の適用対象から除外されている。

＊11　現行では、次のように区分されている。
①　取得価額10万円未満　　　　　　　即時償却
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また、令和７年度税制改正においては、後継者要件の緩和が実現し、より柔軟な承継計画
が可能となったが、制度全体としては依然として複雑である。さらなる見直しを行い、運
用の促進と定着を図るため、提出書類や申請手続を簡素化すること。

₂　相続時精算課税の非課税枠の拡大
　相続時精算課税制度の非課税枠（2,500万円）を拡大すること。
₃　未成年者控除の見直し

　相続税の未成年者控除額を引き上げること。
₄　贈与税の基礎控除額の引上げ

　贈与税の基礎控除額
＊12

（110万円）を引き上げること。
₅　連帯納付義務の廃止

　本人の意思が尊重される連帯債務とは異なることから、相続税・贈与税の連帯納付義務は
廃止すること。
₆　介護等を行った親族への特別寄与料について

　改正民法により、相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行った場合、相続人に対し
て金銭の支払を請求できることとされたが、当該請求により支払われた金銭については、課
税上の優遇措置を講じること。

Ⅴ　消費税間接税等

１　消費税制度の簡素化とインボイス・軽減税率の見直し
⑴　インボイス制度については、「事業者の事務負担が過度に増加すること」、「免税事業者

が取引から排除されること」、「実質的な値引きを強要されること」がないよう、継続して
注視し、必要に応じて見直しを行うこと。
　あわせて、将来的には事業者免税点制度自体の抜本的見直しも検討すること。

⑵　軽減税率制度は、事業者の事務負担が増加するだけでなく、税制の簡素化にも逆行する
ため、廃止すること。
　なお、低所得者への対策は、所得制限を設けた簡素な給付付き税額控除によって解決す
ること。

⑶　簡易課税制度については、適用基準金額を現行の5,000万円から引き下げること。
⑷　消費税課税事業者選択（不適用）届出書及び簡易課税制度選択（不適用）届出書などの

提出期限を前課税期間の確定申告期限と同一にすること。
₂　酒税・石油関連税等における二重課税的構造の是正

　消費税との二重課税的構造となっている現行制度については、納税者の納得感を損なう要
因ともなっているため、税体系全体の整合性の観点から抜本的な見直しを図ること。
　あわせて、揮発油税等に含まれる暫定税率については、制度創設当初の臨時的措置として

②　取得価額10万円以上20万円未満　　３年間で一括償却
③　取得価額30万円未満の減価償却資産は、年間300万円を限度と

して即時償却（青色申告要件）
＊12　平成13年以降、据え置かれている。
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導入された背景を踏まえ、早期に廃止すること。
₃　印紙税の廃止

　経済取引の変化や複雑化などにより、課税の公平の観点においても問題が生じていること
から、廃止すること。

Ⅵ　地　方　税

１　住民税における控除制度の統一と均等割課税の見直し
⑴　所得税との開差が広がった基礎控除額を始め、個人住民税における各種の所得控除額を

所得税と同一とし、簡素化を図ること。
⑵　個人が一の道府県内の異なる市町村に住所と事務所等を有する場合、それぞれに道府県

民税均等割が課されるのは不合理であるから、法人の場合と同様に住所のみに課すこと。
₂　外形標準課税の適用基準の再考

　外形標準課税の適用基準について資本金基準だけでなく、売上規模や従業員数等を踏まえ
た総合的な基準とすること。
₃　法人住民税・事業税における欠損金繰戻し制度の導入

　法人税、地方法人税において適用されている欠損金繰戻還付制度を、法人住民税、法人事
業税においても対象とすること。
₄　固定資産税の評価・負担軽減・透明化

⑴　税率を引き下げること。
⑵　事業用の土地・建物の固定資産税について、中小企業では製造業を中心に大きな負担と

なっていることから、これらの企業を支援するための軽減措置を講じること。
⑶　固定資産税評価額の算出方法を簡素化するとともに、特に建物については、経年減点補

正率
＊13

を大幅に引き下げるなど実態に即した評価を行うこと。
　また、納税者の理解を得るため、税額の算出過程を明示すること。

⑷　既存（中古）住宅を取得した場合にも、新築住宅と同様に減額の特例を適用できるよう
に制度の拡充を図ること。

⑸　償却資産に対する課税は、多数の設備を有する特定の業種に負担が偏っていること、ま
た、設備投資を阻害する一因となっていることなどから、廃止すること。
　なお、直ちに廃止できない場合は、免税点の引上げ、国税の減価償却制度に基準を統一
するなどの措置を講じること。

⑹　共有不動産の固定資産税については、相続物件未登記問題もあり義務の所在を明確にす
るうえで連帯納付義務を廃止し、持分に応じて各人が納税できるようにすること。

₅　事業所税の廃止
　床面積を課税標準とする資産割については固定資産税及び都市計画税と、また、従業者給

＊13　 「経年減点補正率」は20％が限度となっているため、年数が経った
古い家屋でも、評価額は「再建築価格」の20％の価格に据え置かれ

る。
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与総額を課税標準とする従業者割については法人事業税の外形標準課税と、それぞれ類似の
課税標準であり、二重課税的構造となっていることから、制度を廃止すること。

Ⅶ　その他

１　源泉所得税12月分の納期限については、事業者にとって年末年始を挟み事務負担が極めて大
きいことから、従業員の多寡にかかわらず納期特例分

＊14

と同様にすべて翌年１月20日とすること。
₂　法人税及び消費税の確定申告書の提出期限及び納付期限を事業年度終了後、３か月以内と

すること。
₃　所得税、消費税の準確定申告書の提出期限を相続税の申告書の提出期限と同一にすること

＊15

。
₄　国税及び地方税の電子申告・納税について、税務行政全体のＤＸを推進する観点からも、

入力項目や操作方法等の説明には極力専門的な用語は避けるとともに、初めて利用する者に
も使いやすいシステムとすること。
　また、システムは、年間を通して、終日利用可能とすること。
₅　移転価格税制については、国家間協議に相当の期間を要する等の課題があるが、中小企業

にとっては、経済活動を萎縮させる要因となるため、相互協議の一層の迅速化と予見可能性
を高めること。
₆　自動車に関する各種の課税について、環境対策のみならず納税者の負担軽減の観点にも配

慮し、抜本的な整理を図ること。
₇　その他

⑴　中小企業の年金負担への配慮
　企業規模要件の撤廃による厚生年金の適用拡大の検討に当たっては、従業員の賃金引上
げの流れも含め、企業側には負担増になる政策であることから、特に中小企業の負荷につ
いて十分に配慮して検討すること。

⑵　社会保険料負担を含めた就業調整への対応
　いわゆる「103万円」「106万円」「130万円」の壁については、令和７年度改正において課税
最低限が引き上げられるなど一定の改善が図られたが、就労調整を招く構造が依然として
残されていることから、配偶者控除や社会保険の適用判定に関し、段階的な控除や負担と
することで、収入増によって急激な負担増が生じない「なだらかな制度設計」へ見直すこと。

⑶　少子化対策の財源と負担の公平性確保
　財源の一部を社会保険料に上乗せして徴収することが検討されているが、社会保険料は、
医療や年金のように「受益と負担」の対応が明確であるものに適しており、少子化対策の
ような社会全体に利益を与えるものには不向きであるだけでなく、負担が現役世代に偏る
という問題もあるため、適切な財源を検討すること。

＊14　給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が納期の特
例を選択した場合は、７月から12月までの納期限が翌年１月20日と
なる。

＊15　現行は、準確定申告書の提出期限は、相続の開始を知った日の翌日
から４か月を経過した日の前日までとされ、相続税の申告書の提出
期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内とされている。
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資料　国税庁のデジタル化の取組について
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